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【ご参考】期中の減価償却を「間接法」で処理している場合の
「財産目録」の表示と「社会福祉充実残額」の集計

期末は減価償却を「直接法」で実施しているが、期中は「間接法」で実施している場合、期中で財産
目録をご確認いただくと、下図の通り、各固定資産の「取得価額」の合計と、勘定科目の「取得価
額」合計が不⼀致となり、「その他」に⾦額が表⽰されます。

※間接法で減価償却しているか否かの判断
以下の属性の勘定科目のうち、1科目でも残高がある場合、「間接法」を採用しているとみなします。

①期中の財産目録の表示
「減価償却累計額」に残高がある場合、減価償却の処理を「間接法」で⾏っていると判断し、「勘
定科目残高」を「取得価額」とみなします。
しかしながら、前期末時点では「直接法」で処理しているため、「勘定科目残高」は、「貸借対照
表価額」と一致することとなります。この差額が「その他」に表示されます。

例)取得価格は本来17,450,000円、
勘定科目残高が16,500,000円、
差額があると判断し「その他」に差額を表示します。
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社会福祉充実残額の画⾯では、下記の⾏を
ドリルダウンすることで詳細を確認できます。
・財産⽬録により特定した事業対象不動産等の合計額
・将来の建替に必要な費用
・建替までの間の大規模修繕に必要な費用
・設備･⾞輌等の更新に必要な費⽤
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②期中の社会福祉充実残額の集計
「減価償却累計額」に残高がある状態で「社会福祉充実残額」を試算する場合（①のように「その
他」に差額が表示されている場合）でも、財産目録で控除対象財産と指定されている内訳のみを集
計します（「その他」は集計されません）ので、影響はありません。
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